
人事案件

決

人
権
擁
護
委
員
の
任
期

満
了
に
伴
い
、
引
き
続
き
次

の
方
を
推
薦
す
る
こ
と
に

つ
い
て
全
会

一
致
で
同
意

し
ま
し
た
。

貞
松
　
陽
子
氏
（山
田
）

嘉
麻
市
及
び
ふ
く
お
か

県
央
環
境
施
設
組
合
公
平

委
員
会
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
引
き
続
き
次
の
方

を
選
任
す
る
こ
と
に
つ
い

て
全
会

一
致
で
同
意
し
ま

し
た
。

石
川
　
穎
子
氏
（嘉
穂
）

意見書

〓
要
支
援
者
に
対
す
る

介
護
予
防
給
付
継
続
』

と
『利
用
者
負
担
増
の

中
止
』及
び
『特
養
の
要

介
護
１
、
２
の
入
所
継

続
』を
求
め
る
」意
見
書

社
会
保
障
審
議
会

・
介

護
保
険
部
会
が
決
定
し
た

「介
護
保
険
制
度
の
見
直

し
に
関
す
る
意
見
」
は
、
要

支
援
者
の
う
ち
約
６
割
が

利
用
す
る
訪
問
介
護
と
通

所
介
護
の
利
用
者
が
介
護

保
険
の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
外

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
多
く

の
介
護
事
業
所
の
経
営
を

直
撃
し
、
介
護
事
業
所
の

倒
産
と
、
そ
こ
で
働
く
介

護
労
働
者
の
失
業
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

よ
っ
て
、
要
支
援
者
に
対

す
る
介
護
予
防
給
付
を
継

続
す
る
こ
と
、
利
用
者
負

担
を
増
や
さ
な
い
こ
と
、
な

ど
４
項
目
の
事
項
に
つ
い

国
に
要
望
す
る
も
の
で
す
。

（全
会

一
致

・
可
決
）

再
発
防
止
策
の
協
議
に

関
す
る
決
議

執
行
部
へ
の
資
料
要
求

等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
議
会
で
の
議
論
を
充

実
さ
せ
る
た
め
、
議
員
と

し
て
多
種
多
様
な
行
政
情

報
を
得
る
こ
と
は
重
要
な

こ
と
で
す
が
、
議
員
が
執
行

部
に
対
し
て
資
料
要
求
や

働

き
か
け
を
行

う
際

に

は
、
政
治
倫
理
条
例
に
規

定
す
る
政
治
倫
理
基
準
を

遵
守
す
る
と
と
も
に
、
公

職
者
と
し
て
の
倫
理
観
を

持
っ
て
行
動
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

情
報
漏
洩
事
案
が
今
後

二
度
と
発
生
し
な
い
た
め

に
も
、
議
員
全
員
で
再
発

防
止
策
の
協
議
を
行
う
と

と
も
に
、
執
行
部
に
お
い
て

は
、
明
確
な
基
準
を
持
っ
て

対
応
す
る
こ
と
を
求
め
る

も
の
で
す
。

以
上
、決
議
す
る
。

赤
間
幸
弘
議
員
が

議
員
を
辞
職
さ
れ
ま
し
た

平
成
２６
年
１
月
３‐
日
付

で
、
赤
間
幸
弘
議
員
よ
り

議
員
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
、

同
日
、
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

赤
間
議
員
は
、
平
成
１３

年
の
初
当
選
以
来
、
４
期

‐２
年
、
議
員
を
務
め
ら
れ

ま
し
た
。

吉
永
雪
男
議
員
が

議
員
を
辞
職
さ
れ
ま
し
た

平
成
２６
年
４
月
７
日
付

で
、
吉
永
雪
男
議
員
よ
り

議
員
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
、

同
日
、
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

吉
永
議
員
は
、
昭
和
５８

年
の
初
当
選
以
来
、
７
期

２０
年
、
議
員
を
務
め
ら
れ

ま
し
た
。

議会だよりかまし(32号 )




